
（C－CASカードの貸与）
第１２条　当社は、デジタル放送サービスの加入者に対して、C－CASカードをセット
　　　　　トップボックス1台につき1枚貸与するものとします。
　　　２　C－CASカードの所有権は当社に帰属し、加入者は解約または当社が行う解
　　　　　除までセットトップボックスに常時装着した状態で使用するものとします。
　　　３　加入者は、善良なる管理者の注意義務をもってC－CASカードを管理するも
　　　　　のとします。
　　　４　加入者の責めによらないC－CASカード本体の故障によって受信障害が発生
　　　　　したと当社が認定した場合には、当社はC－CASカードを交換することがあ
　　　　　ります。
　　　５　加入者は、次の各号を行うことはできません。
　　　　　(1)C－CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分
　　　　　(2)C－CASカードの複製・翻案、改造・変造、改ざんなどのカードの機能に
　　　　　　影響を与えること
　　　　　(3)C－CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと

　（C－CASカードの紛失等）
第１３条　加入者は、C－CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに
　　　　　届け出るものとします。
　　　２　当社は、届け出を受理した後、速やかに当該C－CASカードを無効にします。
　　　　　ただし、届け出が受理される前に第三者によりC－CASカードが使用された
　　　　　場合、有料チャンネル等に係る料金は加入者の負担となります。

　（C－CASカードの再発行）
第１４条　当社は、C－CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その
　　　　　再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表に定めるC－CASカー
　　　　　ド再発行手数料を支払うものとします。

　（C－CASカードの返却）
第１５条　加入者は、解約または解除の規定により解約または当社が行う契約の解除
　　　　　を行う場合は、当社に対してC－CASカードを直ちに返却するものとします。

(施設の設置)
第１６条　タップオフの出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの施設は、当社
　　　　　所定の機器、工法により当社又は当社の指定する業者が工事するものとし
　　　　　ます。
　　　　　当該施設は費用を負担した者がこれを所有します。
　　　２　第１項の施設の設置工事において、家屋や構築物若しくは敷地の使用が必
　　　　　要な時は、加入者はこれを無償で提供するものとします。この場合におい
　　　　　て、地主、家主その他の利害関係人があるときは、加入者はあらかじめそ
　　　　　の承諾を得ておくものとします。


